
子供の貧困対策について

令和元年７月

内閣府子どもの貧困対策担当

資料１

政府における子供の貧困対策
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12月

「新しい経済政策
パッケージ」

・幼児教育・保育の
無償化の加速

・給付型奨学金の拡充
など

6月

「ニッポン一億
総活躍プラン」

・ロードマップ策定

子供の
未来応援
国民運動
発起人集会

４月

12月
「すべての子どもの安心と
希望の実現プロジェクト

（すくすくサポート・プロジェクト）」
・ひとり親家庭の支援の充実
・自治体の窓口のワンストップ化の推進
・児童扶養手当の第２子・第３子加算の増額

など

子供の未来
応援国民運動

始動

10月
マッチング
推進

草の根のNPO等の支援

自治体の取組支援

第１回
支援決定

10月

マッチング
サイト
開設
10月

マッチング
ネットワーク
推進協議会

３月

施
策
の
拡
充
に
向
け
た
取
組

施
策
の
円
滑
な
実
施
の

た
め
の
取
組
（
内
閣
府
）

第２回
支援決定

１月

子供の未来
応援基金

創設

10月

当初予算化

○全国子どもの貧困
・教育支援団体協議会

○全国フードバンク推進協議会
○こども食堂ネットワーク

等設立
・教育の支援
・生活の支援
・保護者に対する

就労の支援
・経済的支援

・25の指標

＜教育の支援＞

○幼児教育の段階的無償化

○給付型奨学金の拡充

○学校をプラットフォームとした子供の貧困対策

○生活困窮世帯の子どもへの学習支援

＜保護者に対する就労の支援＞

○ひとり親家庭の親の就業等支援

○自治体における、ひとり親家庭の相談窓口の

ワンストップ化

＜生活の支援＞

○「子育て安心プラン」の推進

○生活困窮者の自立支援

○ひとり親家庭の子どもの居場所づくり

○児童養護施設等入所児童の自立支援

＜経済的支援＞

○児童扶養手当の充実

○養育費の確保の支援

地域子供の未来
応援交付金

創設
2月

具
体
的
施
策
の
展
開

第３回
支援決定

１月

1

マッチング
フォーラム
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○ 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と
教育の機会均等を図る。

○ 全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する。

目的・理念

子供の貧困対策に関する大綱について（平成26年８月29日閣議決定）

指標の改善に向けた当面の重点施策

＜教育の支援＞

○学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進

・きめ細かな学習指導による学力保障

・スクールソーシャルワーカーの配置充実

○教育費負担の軽減

・幼児教育の無償化に向けた段階的取組

・高校生等奨学給付金等による経済的負担の軽減

・大学等奨学金事業の充実、より柔軟な

『所得連動返還型奨学金制度』の導入

○貧困の連鎖を防止するための学習支援の推進

○学習が遅れがちな中学生を対象とした学習支援

など

＜保護者に対する就労の支援＞

○ひとり親家庭の親の就業支援

・就業支援専門員の配置による支援等

○生活困窮者や生活保護受給者への就労支援

○保護者の学び直しの支援

○在宅就業に関する支援の推進

＜子供の貧困に関する調査研究等＞

○子供の貧困の実態把握

○子供の貧困に関する新たな指標の開発

○子供の貧困対策に関する情報の収集・蓄積、提供

＜生活の支援＞

○保護者の生活支援

・保護者の自立支援

○子供の生活支援

・児童養護施設等を退所した子供のアフターケアの

推進、子供の居場所づくりに関する支援等

○関係機関が連携した支援体制の整備

・生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関、

児童福祉関係者、教育委員会等の関係機関が

連携してネットワークを構築

○支援する人員の確保

・社会的養護施設の体制整備、相談職員の資質

向上等 など

＜経済的支援＞

○児童扶養手当

○ひとり親家庭の支援施策に関する調査研究

○母子福祉資金貸付金等

○養育費の確保に関する支援 など

＜施策の推進体制等＞

○対策会議を中心とする政府一体となった取組

○地域の実情を踏まえた自治体の取組の支援

○官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開 など

全ての

子供たちが

夢と希望を

持って成長

していける

社会の

実現

基本的な方針

○ 貧困の世代間連鎖の解消と
積極的な人材育成を目指す。

○ 第一に子供に視点を置いて、
切れ目のない施策の実施等に
配慮する。

○ 子供の貧困の実態を踏まえて
対策を推進する。

など、１０の基本的な方針

子供の貧困に関する指標

○ 生活保護世帯に属する子供の
高等学校等進学率 ９３．６％

（平成２９年）

○ スクールソーシャルワーカーの
配置人数 ２，０４１人 （平成29年度）

○ ひとり親家庭の親の就業率
・母子家庭の就業率：８１．８％

（正規４７．７％ 非正規５２．３％）

・父子家庭の就業率：８５．４％
（正規８９．７％ 非正規１０．３％）

○ 子供の貧困率 １３．９％（平成２7年）

など、２５の指標
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子供の貧困対策の実施状況

【平成26年度】
・幼児教育・保育の段階的無償化（毎年度拡大）
・高校生等奨学給付金事業 創設

【平成27年度】
・地域未来塾創設
・生活困窮世帯等の子供への学習支援事業開始
・児童養護施設退所者等に対する

自立支援資金貸付事業創設
・ひとり親家庭の親の就労支援拡充
・子供の未来応援国民運動始動
・地域子供の未来応援交付金創設

【平成28年度】
・児童扶養手当の多子加算額の倍増
・子どもの生活・学習支援事業開始

【平成29年度】
・給付型奨学金創設
・社会的養護自立支援事業創設

【平成30年度】
・児童扶養手当全部支給の所得制限引上げ
・生活保護世帯の子供の大学進学時の進学準備給付金支給開始

H26.1.17.
子どもの貧困対策の推進に

関する法律

H26.8.29.
子供の貧困対策に関する大綱

H27.12.21.
すくすくサポート・
プロジェクト策定

H28.6.2.
ニッポン一億
総活躍プラン策定

H29.12.8.
新しい経済政策
パッケージ閣議決定
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子供の貧困対策に関する大綱の見直し経過

平成30年11月27日 子どもの貧困対策会議（会長：内閣総理大臣）
・令和元年度中に、子どもの貧困対策会議が新大綱の案を作成することを決定
・子供の貧困対策に関する有識者会議において、新大綱の案の作成に向け意見を聴取することを決定

第９回 平成30年12月3日
・子供の貧困対策に関する大綱の見直しに関する検討を開始

第10回 平成31年1月29日
・外部有識者によるプレゼンテーション（学校と福祉の連携、スクールソーシャルワーカー等）
・子供の貧困対策の方向性の検討

第11回 平成31年3月15日
・外部有識者によるプレゼンテーション（乳幼児期からの切れ目のない支援、生活の支援）
・子供の貧困対策の方向性の検討

第12回 令和元年5月13日
・外部有識者によるプレゼンテーション（保護者の就労の支援、経済的支援）
・子供の貧困対策の方向性の検討

第13回 令和元年6月25日
・指標の在り方の検討 ・関係者からの意見聴取
・子供の貧困対策の方向性の検討

令和元年夏頃 子供の貧困対策に関する有識者会議の意見の取りまとめ

子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
有
識
者
会
議

令和元年度中 子どもの貧困対策会議において新大綱の案を作成
4

新たな大綱の策定に向けた有識者会議における意見
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①切れ目のない支援
・親が貧困で生まれた瞬間から貧困というケース（特に若年妊娠、望まない妊娠、ＤＶ被害者など）においては

妊娠・出産期の支援が重要。
・生まれてから小学校に入るまでの時期、特に乳幼児期からの支援は、今後特に重点を置くべき。
・小、中、高、大で支援が分断されないよう、様々なステークホルダーが一丸となって取り組んでいくことができる

と良い。
・学校という場を通じて全ての子供が総合的な支援につながることができるよう、「学校プラットフォーム」の中身

をどう深めていくか。
・高校を辞めないよう支えること、また、もし辞めたり、行けなかったりした場合にも高卒資格を取得するまでの

支援も大切。
・大学進学後や就職後、その先の社会的自立が確立できるシステムを作っていかなくてはいけない。

②地方自治体間の取組格差への対応
・各市町村における実態把握の状況はまだまだ格差があるのではないか。また、貧困対策の事業格差も出てきて

いると感じる。
・社会的養護の子供への支援は地域格差がある。国がイニシアティブをとって、さらにきめ細かく実施すべきでは

ないか。
・地方公共団体の現場窓口によって制度の運用が変わることがないよう徹底していかなければならない。

③支援が届いていない、又は届きにくい子供・家庭への支援
・既存の制度を「知らない」「知っていても利用しない、手続きが分からない」者がいる。全国調査をしっかりするべき。
・社会的孤立の深刻化の防止。制度はあってもそれを利用しようという意欲がわかなければいけない。
・困窮状態にある二人親、外国につながる子供たちへの支援を検討いただきたい。
・確実に支援を届けるための相談支援体制やアウトリーチの充実、施策対象を関連施策とも有機的に連携しながら

幅広く捉えて取り組む必要。

・・・etc

※ 第10回子供の貧困対策に関する有識者会議資料より抜粋



子どもの貧困対策の推進に関する法律 改正概要
令和元年６月19日公布
公布後３月以内に政令で定める日から施行

１．目的・基本理念の充実

（1）目的規定に、主に以下の事項を明記する。
① 子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策であること
② 貧困解消に向けて、児童の権利条約の精神に則り推進すること

（2）基本理念に、以下の事項を明記する。
① 子どもの年齢等に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先考慮され、健やかに育成されること
② 各施策を子どもの状況に応じ包括的かつ早期に講ずること
③ 貧困の背景に様々な社会的要因があることを踏まえること

２．大綱の記載事項の拡充等

（1）大綱記載事項として、「一人親世帯の貧困率」及び｢生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」とともに、
検証評価等の施策の推進体制を明記する。

(2) 子どもの貧困対策会議が大綱案の作成及び変更の際に、関係者の意見反映のための措置を講ずる旨を規定する。

３．市町村による貧困対策計画の策定

市町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を課す。（都道府県・政令市については、既に措置済み）

４．具体的施策の趣旨の明確化等

教育支援 ： 教育の機会均等が図られるべき趣旨を明確化
生活支援 ： 子どもへの直接的な支援以外の支援も含む旨を強調
就労支援 ： 就労後の職業生活も支援対象となる旨を明確化
調査研究 ： 指標に関する研究を行う旨を明確化

５．検討規定

本法施行後５年を目途に見直す検討条項を規定する。

主な改正内容
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地域ネットワーク
の整備・活用

見えにくく、様々な課題を抱える、子供の貧困に対しては
総合的な取組が必要。

ＮＰＯなど団体・
公益法人など
草の根で

子供たちを支援

自治体
様々な施策・事業を
組み合わせて支援

文部科学省
厚生労働省等
・制度の企画
・予算の確保

頼れる親戚も、近隣付き合いもなく、
地域の目が届かない。

国や地方自治体の情報が届かず、
社会的に孤立しやすい。

子供・家族に貧困であるという自覚が
ないので、自分から支援を求めない。

貧困の自覚があっても、
周囲の目を気にして表に出せない。

国民
企業

地域子供の未来応援交付金

寄付・
理解

寄付・理解

内閣府

子供の未来応援基金
（子供の未来応援国民運動）

学校、福祉部門、地域住
民、ＮＰＯ等による連携

した取組が重要

子供たちに寄り添い支援す
るＮＰＯ等の役割が重要

7



○子供たちと「支援」を結びつけ
る事業・連携体制の整備

（補助率：１／２
補助基準額：最高１，５００万※１）

・子供たちと「支援」を結びつける事
業の立ち上げ実施をする過程を
通じて、関係機関等による連携
を深化し、地域における総合的な
取組体制を確立

（事業例）
・コーディネーター事業（アウトリーチ支援等）
・学習支援等の居場所づくり（サポート）事業
・貧困の状況にある子供支援マッチング事業

※１都道府県が全域圏で事業実施する場合

地域子供の未来応援交付金の概要
（令和元年度予算 1.5億円、平成３０年度補正予算 2.5億円）

○実態調査・資源量の把握
（補助率：１／２

補助基準額： ３００万円）
・貧困の状況にある子供等の実

態把握と支援ニーズの調査
・支援ニーズに応えるため、地域

において現存する資源量及び
今後必要となる資源量の把握

○支援体制の整備計画策定
（補助率：１／２
補助基準額： ３００万円）

※上記２事業を別々に実施する際で
も補助基準額は、合計で３００万円ま
でとする。

各地域において必要なネットワークの構築を推進するとともに、具体的な事業と一体的に実施するこ
とにより連携体制を深化させ、地域における他の貧困対策事業への波及（実効性の向上）を推進

地方公共団体

内閣府

多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うため、子供たちと「支援」を実際
に結びつける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域における総合的な支援体制を
確立（地域ネットワーク形成）する地方公共団体の取組の立ち上げ期を支援する。

○地域ネットワーク形成研修事
業
（補助率：１／２

補助基準額：最高３００万円）
・都道府県及び市町村の子供の貧

困対策担当行政機関、子供の貧
困対策に関する支援活動従事者
等に対する地域ネットワーク形成
のための研修の実施

・コーディネー
ター事業等の
担い手の育成
・行政機関職
員の貧困対策
の理解促進

・子供たちと「支
援」を結びつけ
る事業の必要
性、有効性など
を把握する観点
から行う。
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これまでの交付金活用自治体（令和元年５月３１日現在）

交付金活用市区町村数

交付金活用都道府県

2

14

2
1

1

1

14
2

4

4

札幌市、旭川市、弟子屈町、函館市、江別市、北広島市、石狩市、
泊村、上富良野町、中富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、広尾町、
幕別町、清里町、小樽市、江差町、下川町、遠軽町、洞爺湖町、弘前市、
おいらせ町、盛岡市、宮古市、一関市、陸前高田市、紫波町、北上市、

金ケ崎町、矢巾町、柴田町、利府町、大河原市、松島町、白石市、美里町、
石巻市、多賀城市、秋田市、男鹿市、鹿角市、由利本荘市、横手市、
潟上市、種町、大館市、湯沢市、大仙市、小坂町、能代市、五城目町、

羽後町、福島市、矢吹町、伊達市、いわき市、須賀川市、行方市、宇都宮市、
小山市、那須塩原市、さいたま市、富士見市、小川町、草加市、ふじみ野市、
坂戸市、吉川市、川越市、秩父市、久喜市、川口市、戸田市、入間市、
上里町、朝霞市、蓮田市、千葉市、柏市、いすみ市、習志野市、松戸市、
白井市、船橋市、足立区、北区、町田市、日野市、板橋区、墨田区、
八王子市、豊島区、世田谷区、武蔵野市、府中市、狛江市、三鷹市、
清瀬市、武蔵村山市、中央区、横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、

横須賀市、秦野市、藤沢市、伊勢原市、新潟市、長岡市、湯沢町、高岡市、
黒部市、砺波市、南砺市、小矢部市、射水市、魚津市、氷見市、能美市、
金沢市、小松市、越前市、中央市、身延町、辰野町、多治見市、瑞浪市、

土岐市、本巣市、八百津町、瑞穂市、岐阜市、高山市、関市、美濃加茂市、
各務原市、山県市、大野町、御嵩町、可児市、浜松市、静岡市、掛川市、
沼津市、島田市、磐田市、三島市、富士市、名古屋市、新城市、豊橋市、
豊川市、小牧市、瀬戸市、豊明市、みよし市、名張市、鳥羽市、亀山市、
御浜町、彦根市、大津市、湖南市、草津市、京都市、南丹市、福知山市、
大阪市、堺市、寝屋川市、能勢町、枚方市、箕面市、八尾市、東大阪市、
茨木市、豊中市、西宮市、宝塚市、尼崎市、加古川市、川西市、三田市、
加東市、姫路市、赤穂市、奈良市、平群町、王寺町、橋本市、和歌山市、

鳥取市、美郷町、美咲町、鏡野町、倉敷市、笠岡市、広島市、尾道市、呉市、
福山市、府中市、庄原市、安芸高田市、府中町、三原市、宇部市、周南市、
下関市、防府市、鳴門市、藍住町、宇多津町、三豊市、高松市、善通寺市、
福岡市、北九州市、うきは市、八女市、宗像市、久留米市、田川市、
みやま市、古賀市、川崎町、武雄市、嬉野市、佐賀市、玄海町、基山町、
みやき町、白石町、唐津市、有田町、大村市、熊本市、大分市、宇佐市、
日南市、日向市、えびの市、高鍋町、都城市、串間市、宮崎市、延岡市、
小林市、西都市、高千穂町、三股町、高原町、木城町、鹿児島市、
豊見城市、今帰仁村、宜野湾市、久米島町

○市区町村：２６０（うち、政令指定都市１７）

○都道府県：３５

北海道、青森県、岩手県、山形県、福島県、

茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、

山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、長崎県、

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

2

21

1
3

16

16

1
15

10

2 10

1
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子供の貧困対策大
綱

（抜粋）
（平成26年8月29日閣議決定）

子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、国、地方公共団体、民間の企業・団体等

によるネットワークを構築し、各種支援情報等の収集・提供や子供の貧困対策に関する

優れた取組等に対する表彰事業の実施、民間資金を活用した支援など官公民の連携・協

働プロジェクトを推進する。

また、このような取組や既存の制度・施策等について積極的に情報発信し、国民の幅

広い理解と協力の下に子供の貧困対策を国民運動として展開する。

○ 子供の未来応援国民運動
（27年4月の国民運動発起人集会で採択された趣意書に基づき、同年10月よりスタート)

➡大綱が掲げる官公民の連携・協働プロジェクトを具体化したもの

○ 子供の貧困対策に関する大綱

子供の未来応援国民運動

子供の未来応援基金

ＮＰＯ等とその活動を支援する
企業等とのマッチング事業

国民への広報・啓発活動
地域における交流・連携事業の展開

支援情報の一元的な
集約・情報提供

10

子供の未来応援基金を
他の財産と分別して管理

子供の未来応援基金

基金事業審査委員会
基金の使途等を審査し、
審査状況を公表することで、
透明性・公平性を確保する

福祉医療機構と相互に協力し、
PR活動や使途等に関する案作成等

草の根で支援を行うNPO等の体制を強化・
育成し、支援の量的・質的な拡充を図る。

※事務局の運営費用に基金は使用しない

企業や個人
≪国民運動推進事務局≫

未来応援ネットワーク事業寄付金

①事業報告

②税制優遇

内閣府・文科省・厚労省

福祉医療機構

助成金

NPO等が
公募に申請

約１０億８５００万円
（令和元年５月31日現在額）

○ ３５８団体から申請のあった事業の中から、①計画性、
②連携とその効果、③戦略的な広報、④継続性の観点等
から審査を行い、７１団体を採択することとなった。

○ 支援予定総額は約２億８００万円であり、１団体当た
り平均約２９３万円を支援する（事業類型別の整理は右
のとおり）。

子供の未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）

寄付総額

第３回支援

※第１回は86団体を採択（支援決定総額約３億1500万円）
第２回は79団体を採択（支援決定総額約２億6600万円）

第３回未来応援ネットワーク事業
事業分類別 内訳

団体数 (件)

様々な学びを支援する事業 20

居場所の提供・相談支援を行う事業 19

衣食住など生活の支援を行う事業 12

児童又はその保護者の就労を支援する事業 4

児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に
関する支援事業

5

その他、貧困の連鎖の解消につながる事業 11
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支援を必要とするNPO等団体とこうした団体に会する支援を希望する企業等とのマッチングを
推進するため、企業、NPO等団体、市民、自治体等が一堂に会して、子供の貧困対策に係る情
報や認識の共有を図るとともに、各主体が連携を行うきっかけとなるよう、全国各地で開催。

子供の貧困対策マッチング・フォーラム

政府からの現状説明（H30盛岡）

パネルディスカッション（H30周南）
自由交流会（H30東京）

有識者による講演（H30名古屋）

13

子供の未来応援基金 寄付型自動販売機


